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生活援助型通所サービス重要事項説明書

当事業所は播磨町の指定を受けています。

（指定 第 2872800897 号）

当事業所はご契約者に対して指定生活援助型通所サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり

説明します。
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1. 法人（事業者）の概要

（1）法人名     株式会社 Ｔ＆Ｈ

（2）法人所在地   兵庫県加古郡播磨町南大中１丁目５－１

（3）電話番号    ０７９－４３９－２３２８

（4）代表者名    寺尾 憲明

（5）設立年月日   平成 24 年 9月 3 日

2. ご利用施設の概要

（1）事業所の種類   通所介護（令和２年８月１日指定）

           介護予防型通所サービス（令和２年８月１日指定）

           生活援助型通所サービス（令和２年８月１日指定）

（2）事業所の名称   元気が一番 播磨店

（3）事業所の所在地  兵庫県加古郡播磨町野添 267-1 コープ播磨別棟

（4）電話番号     ０７８－９１５－７３１７

（5）管理者名     南浦 潤平

(6) 開設年月日   令和２年 ８月 １日

（7）利用定員     ３５ 名

（8）サービス提供地域 加古郡播磨町 加古郡稲美町

            明石市 加古川市 神戸市
（9）設備の概要



機能訓練室兼食堂 １ 室 送迎車両     ７ 台

相談室 １ 室 事務室 １ 室

静養室 ２ 室 トイレ
３ 室

車椅子トイレ２室

(10）営業日、営業時間、サービス提供時間

月～土曜日（祝日を含
む）

午前 ９ 時 ００ 分～午後 ５ 時 ００ 分

日曜日 定休日

年末年始（ １２ 月 ３１ 日～ １ 月 ３ 日）は休業です。

サービス提供時間
１５：２５～１７：００

3. 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定生活援助型通所サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。（ここでお示しする職員配置は当事業の

合計人数です。）

職員配置については、指定基準を遵守しています。

※ 常勤換算 職員それぞれの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の

所定労働勤務時間数(週 40 時間)で除した数です。

配置基準 生活相談員   １名以上

     介護職員    ～１５人までは専従１人以上。以下５名を超える

ごとに専従 1名

      看護職員    １名以上

      

4. 当事業所が提供するサービスの特徴

(1) 運営方針

  生活援助型通所サービスの提供にあたって、ご契約者の心身の特徴を踏まえ

て、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが

できるよう、日常生活上の支援およびトレーニング等を行うことにより、利用者

職  種 業 務 内 容 常勤換算数 指定基準数

管理者 事業の管理、運営 １ 名

生活相談員 相談援助業務、業務管理等 １名以上

1 日あたりの指定

配置基準は、下

記のとおりで

す。

介護職員 利用者の介護業務 ５名以上

看護職員 利用者の健康確認、機能訓練業務 １名以上

機能訓練指導員 個別機能訓練業務 １名以上



の心身機能、生活機能の維持回復を図るために、必要な事業を行うものとしま

す。

(2) 提供するサービス

生活援助型通所サービス計画に沿って、送迎、その他必要な基本サービスおよ

び、運動器の機能向上を行います。

5. 当事業所の利用料金

サービス利用料金(１日あたり) 契約書第６条参照

下記の利用料金表によってご契約者の要支援状態区分に応じたサービス利用

料金および加算料金から介護給付費額を除いた金額(自己負担額)と、自己負担

額をお支払いください。

  ☆ 介護報酬１単位当たりの単価は、 １０．１４円です。

(1) 要支援状態区分別のサービス単位数および保険給付額と自己負担額（１割～3

割負担）※各種加算や処遇改善加算が入るため、あくまで目安の料金です

要支援状態区分別のサービス単位数

要支援１

事業対象者

(1回あたり)

307 単位

要支援２

(1回あたり)

316 単位

自己負担額（１割負担の方） 312 円 321 円

要支援状態区分別のサービス単位数

要支援１

事業対象者

(月 5回以上の利用)

1,338 単位

要支援２

(月 9回以上の利用)

2,742 単位

自己負担額（１割負担の方） 1,357 円 2,781 円

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（令和６年５月末まで）

１カ月にご利用された総単位数（要支援状態区分別サービス費に各種加算を加

えた総単位数）に、下記のサービス別加算率を乗じて算出されたものを言いま

す。

① サービス別加算率 ……5.9％

② 当該加算は、すべてのご契約者に加算されます。

③ 当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象外です。

(3) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

１カ月にご利用された総単位数（要支援状態区分別サービス費に各種加算を加

えた総単位数）に、下記のサービス別加算率を乗じて算出されたものを言いま

す。

① サービス別加算率 ……9.0％

② 当該加算は、すべてのご契約者に加算されます。



③ 当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象外です。

(4) その他の実費

・パット代…５０円

  ・おむつ代…１００円

  ・アロマトリートメント…1000 円/1 部位

（パット代・おむつ代は返却して相殺可）

(5) 利用料のお支払方法(契約書第 6 条参照)

前記の料金・費用は、月末締めのうえ１カ月ごとに計算し、毎月 10日までに

前月分の請求書を発送いたします。
利用者負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いただきますようお願いしま
す。

      ア  事業所指定の金融機関からの口座振替
※サービス利用月の翌月 25日に引落しさせていただきます。

（該当日が金融機関の休日の場合は、翌営業日となります。）  
イ  その他の金融機関からの口座振替
※事業所指定の金融機関以外にも対応が可能な金融機関があります。その場
合、事業所指定金融機関の手続きに比べてお時間を要することがありま
す。

※サービス利用月の翌月 27日に引落しさせていただきます。
（該当日が金融機関の休日の場合は、翌営業日となります。）   
ウ  その他
※上記ア・イの支払方法が困難な場合は、現金でのお支払も考慮します。

      その場合、サービス利用月の翌月末日までにお支払いただきますようお願い
します。

  ・事業所は、料金の支払いを受けたときは、ご契約者等に対し領収証を発行しま

す。

・ご契約者等が事業所に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく遅延の場

合には、直接回収に伺う場合があります。

6. 緊急時の対応方法と健康上の理由による利用中止について

① ご契約者に容体の変化等があった場合は、医師または歯科医師など医療機関に連

絡をとるなど必要な措置を講じるほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。

② 風邪、病気の場合および、当日の健康チェックの結果体調が不調の場合は、サー

ビス内容の変更またはサービスを中止することがあります。

③ 非常災害時の対応については、消防計画や防災計画に基づいて適切に対応しま

す。

④ 緊急連絡先

体調の変化、非常災害時等、緊急の場合は事前調査にてお聞きした定める緊急連

絡先に連絡します。

7. 虐待防止について

  事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・



普及するための研修を実施する等の措置を講じます。

① 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。

② 当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報します。

③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を年２回以上開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ります。

④ 事業所は虐待防止責任者を管理者と定めます。

8. 感染対策について

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じます。

① 介護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

を１年に２回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底し

ています。

④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。

9. 業務継続に向けた取り組みについて

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。

10. ハラスメントについて

  事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が

築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。

① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ

相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。

（1） 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為

（2） 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりす



る行為

（3） 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象とな

ります。

② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発

防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施し

ます。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発

生状況の把握に努めます。

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、

環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。

11．契約の終了について(契約書第 15 条参照)

当事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。従って以下

のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、このよ

うな事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。

① ご契約者が死亡した場合

② 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立または要介護状態と判定さ

れた場合

③ やむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合

④ 事業所の重大な毀損により、ご契約者に対する指定生活援助型通所サービス

の提供が不可能になった場合

⑤ 事業所が播磨町の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合

⑥ ご契約者から中途解約・契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照

ください)

⑦ 事業所から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照ください)

(1) ご契約者からの中途解約・契約解除の申し出について(契約書第 16 条、17 条参

照)

    ご契約者は現にサービスを利用している期間を除き、文書で７日前までに通知

することにより、中途解約・契約解除を申し出ることができます。

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。



① 生活援助型通所サービス給付対象サービスの利用料金の変更に同意できない

場合

② 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定生活援

助型通所サービスを実施しない場合

③ 事業所もしくはサービス従事者が第 10 条に定める守秘義務に違反した場合

④ 事業所もしくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合

⑤ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは、傷つ

ける恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合

(2) 事業所からの申し出による契約解除について(契約書第 18 条参照)

以下の事項に該当する場合には、事業所からの申し出により契約解除するこ

とがあります。

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について

故意にこれを告げず、また不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３カ月以上遅延し、催告した

後も 30日以内に支払われない場合

③ ご契約者が、故意または重大な過失により事業所またはサービス従事者もし

くは他の利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つけ、または著しい不信行

為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた

場合

④ ご契約者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、また

は利用者の入院、病気等により、３カ月以上にわたってサービスが利用でき

ない状態であることが明らかになった場合

⑤ ご契約者が指定介護福祉施設等に入所した場合

⑥ ご契約者、ご家族から事業所またはサービス従事者もしくは他の利用者等に

対してハラスメント行為を行ったと判断され、関係機関への連絡、相談、環境改

善に対する必要な措置を講じたのちでもハラスメント行為が継続、または再発す

る場合

⑦ ハラスメント行為による結果の重大性が認められる場合

12．サービス内容に関する苦情と相談

① 当事業所

元気が一番 播磨店



ＴＥＬ ０７８－９１５－７３１７

② また下記の窓口で受け付けております。

播磨町保険年金グループ         ＴＥＬ 079-435-2582

兵庫県国民健康保険団体連合会介護保険課 ＴＥＬ 078-332-5618

9．非常災害対策

・災害時の対応 ----- 災害緊急時マニュアルに基づき、対応いたします。

・消防設備 ----- 消防関係法令に基づき、消防設備を設置しています。

・防災責任者 ----- 管理者

令和   年   月   日

指定生活援助型通所サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。

株式会社Ｔ＆Ｈ

元気が一番 播磨店

説明者  職 名  

氏 名             

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定生活援助

型通所サービスの開始に同意しました。

ご契約者

代理人            


